
・申請書1ページ目

高額療養費支給申請書の記入のポイント

・被保険者（健康保険料を支払っている方）の氏名および氏名（カナ）
両方ご記入ください。

・氏名をカタカナで登録している（外国語名等）方は両方カタカナ名を
ご記入ください。

※被保険者が亡くなられている場合は申請者の氏名をご記入ください。

振込先指定口座は被保険者（健康保険料を支払っている方）
の口座をご記入ください。

※令和5年1月から、被保険者の口座へ振込とする仕様に変更し、
受取代理人欄は削除しています。

※被保険者が亡くなられている場合は申請者の口座をご記入ください。



・申請書2ページ目

対象年月は必ずご記入ください。

記入する場合は次のページを参考にご記入ください。



～複数月まとめて提出する際の注意～
申請書は、「対象年月」ごとに申請書の用意が必要となります。
以下のように提出があった場合はお戻しの対象となりますのでご注意ください。

よ くあるお戻しのケース

申請書2ページ目のみ複数月提出

1
月
分

2
月
分

3
月
分

1ページ目の内容をコピーして使いまわし※

1
月
分

コピー
2
月
分

コピー

※コピーして利用する場合は氏名横に被保険者（申請者）
の認印等を押印してください。

～過去に複数月医療費が高額になった場合は～
高額療養費は対象年月含めた過去12か月の間に3か月以上、窓口でのお支払いが上限額以上となった場合、
その上限額の基準が引き下げられます。
その場合、申請書2ページ目の診療年月を記入する必要がありますので、以下を参考にご記入ください。

記 入 例

① 記入必要な場合 対象年月：令和5年1月 上限額以上となった月：令和4年8月、令和4年10月、令和4年12月

② 記入不要な場合 対象年月：令和5年1月 上限額以上となった月：令和4年1月、令和4年10月、令和4年12月

0 4         1  2    0 4         1  0    0 4        0  8  

0 4         1  2    0 4         1  0    0 4         0  1

…すべての月が対象年月から12か月以内のため記入が必要です。

…令和5年1月を起算とすると、令和4年2月～令和4年12月が記入対象月となり、令和4年1月は対象外のため記入不要となります。

また、12か月以内であっても以下の場合、上限額をこえた月の計算対象外となりますので注意ください。

①国民健康保険や他の健康保険組合にて加入していた期間

②健康保険の加入の状態が変更（被保険者→被扶養者または被扶養者→被保険者）となった際、
その変更前の期間

③被扶養者が、別の方の被扶養者（被保険者A→被保険者Bの被扶養者）となった際、
その変更前の期間


